
刈谷市告示第７５号 

 刈谷市青山斎園条例施行規則（昭和５６年規則第１３号）第２条の規定に基づき、

令和８年１月から同年１２月までの間における刈谷市青山斎園の休園日を次のよう

に定める。 

  令和７年１２月１６日 

刈谷市長  稲  垣     武   

 

年 月 日 

令和８年 １月 

２月 

３月 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１、４、１０、１６、２１、２７ 

２、８、１４、１８、２４ 

２、８、１４、１９、２５、３１ 

６、１２、２２、２８ 

４、１０、１６、２１、２７ 

２，８、１４、１８、２４、３０ 

６、１２、１６、２２、２８ 

３、９、１４、２０、２６ 

１、７、１１、１７、２３、２９ 

５、１６、２２、２８ 

３、１３、１９、２５ 

１、７、１２、１８、２４、３０ 

 ただし、１月１日を除き、通夜業務は通常どおり行うものとする。 


